
 

 

令和７年度第１回 

名張市上下水道事業運営審議会資料 

 

 

・名張市上下水道事業運営審議会条例     ・・・P１ 

・名張市上下水道事業運営審議会運営規程   ・・・P４ 

・名張市上下水道事業運営審議会傍聴要領   ・・・P７ 

・水道事業の持続可能な経営のあり方     ・・・P８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年７月１７日 

名張市上下水道事業運営審議会 

 





平成 15 年３月 28 日条例第５号 

改正 

平成 18 年６月 27 日条例第 22 号 

平成 19 年 12 月 26 日条例第 40 号 

令和元年 12 月 20 日条例第 32 号 

令和２年３月 30 日条例第 11 号 

 

名張市上下水道事業運営審議会条例 

 

（設置） 

第１条 名張市の水道事業及び下水道事業（名張市水道事業及び下水道事業の設置

等に関する条例（昭和42年条例第27号）第１条第２項に規定する下水道事業をい

う。次条第３号において同じ。）の円滑な運営を図るため、名張市上下水道事業

運営審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管

理者」という。）の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査、審議する。 

(１) 水道料金に関すること。 

(２) 受益者負担金に関すること。 

(３) 下水道事業に係る使用料に関すること。 

(４) その他管理者が必要と認める事項 

 

（組織） 

第３条 審議会は、委員 12 名以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱し、又は任命する。 

(１) 学識経験のある者 

(２) 市の住民 

(３) 市の職員 

(４) その他管理者が必要と認める者 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
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ただし、再任を妨げない。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、上下水道部において処理する。 

 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者

が定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則（平成 18 年６月 27 日条例第 22 号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則（平成 19 年 12 月 26 日条例第 40 号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 20 年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和元年 12 月 20 日条例第 32 号抄） 
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（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和２年３月 30 日条例第 11 号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年条例第24号）の一

部を次のように改正する。 

別表第１中「公共下水道事業運営審議会委員」を「上下水道事業運営審議会委員」

に改める。 
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名張市上下水道事業運営審議会 運営規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、名張市上下水道事業運営審議会条例（平成１５年名張市条例

第５号。以下「条例」という。）第８条の規定に基づき、名張市上下水道事業運営

審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（会長の任期） 

第２条 会長の任期は、選任された委員の任期とする。 

２ 会長がその職を辞し、又は委員を退任したとき、その他会長が欠けたときは、

次回の審議会において会長の選任を行うものとする。 

（議事の説明者） 

第３条 会長は、議事に関係ある行政機関の職員を会議に出席させ、議案について

説明させることができるものとする。 

（会議の公開） 

第４条 審議会の会議は、原則としてこれを公開する。 

２ 会議の公開の方法は、傍聴によるものとする。 

（非公開の決定方法等） 

第５条 会長は、審議会の会議が次の各号のいずれかに該当するときは、会議に諮

り、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。この場合の審議は、必要に

応じ、会長の判断により非公開で行うことができる。 

(１)審議内容に、名張市情報公開条例（令和元年名張市条例第２３号）第７条第１

号から第６号までの規定に該当する情報に関し審議する場合。 

(２)会議を公開することにより、会議の公正かつ円滑な運営に著しい支障が生ずる

と認められ、会議の目的が達成できないと認められる場合。 

（会議開催の事前公表） 

第６条 審議会の会議を開催するときは、会議の開催日１週間前までに、会議の開

催について公表するものとする。ただし、緊急に審議会の会議を開催するときは、

この限りでない。 

（傍聴人の範囲及び定員） 

第７条 何人も審議会の会議を傍聴することができるものとし、その定員は６名と

-4-



する。 

（傍聴の手続等） 

第８条 審議会の会議を傍聴しようとする者は、受付時間内に先着順により受付を

行い、整理券を受取るものとする。 

２ 傍聴しようとする者が、傍聴人の定員を超えるときは、抽選により傍聴人を決

定するものとする。 

３ 傍聴人は､受付にて住所及び､氏名を記入し、傍聴の許可を取らなければならな

い。 

 

（傍聴人の守るべき事項） 

第９条 傍聴人は、係員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守り、静穏に傍

聴しなければならない。 

（１）傍聴席に着席し、みだりに席を離れないこと。 

（２）会議開催中は静かに傍聴し、拍手その他の方法により公然と賛否を表明しな

いこと。 

（３）会議場において、発言等しないこと。 

（４）はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケンの類を着用し、又は貼り紙、旗、

プラカード、垂れ幕等を掲げる等示威的行為をしないこと。 

（５）会場において、会長の許可なく、写真、ビデオの撮影、録音その他これらに

類する行為をしないこと。 

（６）その他、会議場の秩序を乱し、会議の妨げとなるような行為をしないこと。 

（７）原則として途中入場は認めない。ただし、各議案審議の終了後においての退

場は認めるものとする。 

（傍聴人の退場） 

第１０条 傍聴人は、第５条により会議を非公開とする議決があったときは、速や

かに退場しなければならない。 

２ 傍聴人が第９条に定める事項のいずれかに違反したときは、会長は、これを制

止し、その命令に傍聴人が従わないときは、退場させることができる。 

（会議録の作成） 

第１１条 審議会の会議については、会議録を作成し、会長が指名した委員２名が

これに署名押印するものとする。 
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２  会議録に記載する事項は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 会議名 

(２) 開催日時 

(３) 開催場所 

(４) 出席した者の職氏名 

(５) 議題及び会議の公開又は非公開の別 

(６) 非公開の理由（会議を非公開とした場合に限る。） 

(７) 傍聴人の数（会議を公開した場合に限る。） 

(８) 発言の内容 

(９) その他審議会等が必要と認める事項 

３  審議会の会議録は、名張市情報公開条例第７条各号に該当する情報を除き、こ

れを公開する。 

（雑則） 

第１２条 この規程に定めがない事項は、会長が審議会に諮って定めるものとす

る。 

 

 

附  則 

この規程は、令和７年７月７日から施行する。 
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名張市上下水道事業運営審議会 傍聴要領 

 

１ 傍聴定員等について 

（１）傍聴者の定員は６人とします。 

（２）傍聴者には、審議会次第を除く資料の配布は行いません。 

 

２ 傍聴する場合の手続き 

（１）傍聴希望者の受付は、会議開催予定時刻３０分前から１０分前まで、先着順

で行います。 

（２）会議の傍聴を希望される方は、受付時間内に受付を行い､整理券を受取ってく 

  ださい。 

（３）傍聴希望者が定員を超える場合は、抽選により傍聴者を決定します。 

（４）傍聴者は、受付にて住所、氏名を記入し、｢傍聴要領｣を受け取り、許可を受

けたうえで係員の指示に従って会議場に入ってください。 

 

３ 会議を傍聴する場合に守っていただく事項 

傍聴者は、会議を傍聴する場合、次の事項を守ってください。 

（１）傍聴席に着席し、みだりに席を離れないこと。 

（２）会議開催中は静かに傍聴し、拍手その他の方法により公然と賛否を表明しな

いこと。 

（３）会議場において、発言等しないこと。 

（４）はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケンの類を着用し、又は貼り紙、旗、

プラカード、垂れ幕等を掲げる等示威的行為をしないこと。 

（５）会議場において、会長の許可なく、写真、ビデオの撮影、録音その他これら 

に類する行為をしないこと。 

（６）その他、会議場の秩序を乱し、会議の妨げとなるような行為をしないこと。 

（７）原則として途中入場は認めません。ただし、各議案審議の終了後においての

退場は認めます。 

 

４ 会議の秩序の維持 

（１）傍聴者は、会議を傍聴するにあたっては、係員の指示に従ってください。 

（２）傍聴者が３の規定に違反したときは、これを注意し、なおこれに従わないと

きは、退場していただくことになります。 

（３）傍聴者は、会議を非公開とする議決があったときは、速やかに退場してくだ

さい。 
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水道事業の

持続可能な経営のあり方

令和7年度第１回上下水道事業運営審議会
開催日：7月17日14：0０～

PRESENTATION
AGENDA

水道事業経営戦略の中間見直し

財政シミュレーション

水需要予測
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2

水道事業経営戦略の中間見直し

2025/7/17

1. 名張市水道事業経営戦略について
名張市水道事業では、
基本理念や実現に向けた施策等を取りまとめた「第2次名張市水道ビジョン」
と経営の基本計画となる「名張市水道事業経営戦略」を令和3年3月に策定

第2次名張市水道ビジョン
2021（R3）～2030（R12）

水安全
計画

（毎年見直し）

基本計画
（施設整備）
（2021（R3）
～2030（R12））

アセット
マネジメント
（100年間の
長期見通し）

経営戦略
2021（R3）～2030（R12）

名張市水道事業を
継続するための計画

見直し

3

水道事業経営戦略の中間見直し

2025/7/17

P Alan

Do

ct
計画の策定

◇経営戦略の策定

◇経営戦略の見直し（５年目）

改善への取り組み

◇中間見直し（５年目）

◇全面改訂（１０年目）

進捗管理

◇進捗状況の評価（毎年）

◇全面改訂（５年毎に目標値確認）

取り組みの実施

◇投資計画の実施

◇経営的施策の実施

◇財政収支

1. 名張市水道事業経営戦略について
経営戦略は、PDCAサイクルを用いて5年毎に見直すこととしており、
計画期間の5年目となる今年度に見直しを行う

Check
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4

水道事業経営戦略の中間見直し

2025/7/17

２. 中間見直しの実施

経営健全化の
取組

目標
投資目標

財源目標

経営戦略において「目標」と「経営健全化の取組」を設定

5

水道事業経営戦略の中間見直し

2025/7/17

３. 目標の進捗確認
（１）目標一覧

• 水道施設を健全な状態で維持するための投資目標
• 持続可能な水道事業を維持するための財源目標

投資目標 財源目標

■法定耐用年数超過設備率を
2030（令和12）年度に54％以下

■管路の更新率1％以上を継続

■経常収支比率:
100%以上

■料金回収率:
100%以上

■補填財源残高の確保:
毎年度10～15億円程度を確保
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6

水道事業経営戦略の中間見直し

2025/7/17

３. 目標の進捗確認

数値目標
進捗状況

R3 R4 R5 R6
法定耐用年数超過設備率を2030年度

に54％以下 41% 45% 49% 55%

（２）投資目標

法定耐用年数超過設備率 管路の更新率

7

水道事業経営戦略の中間見直し

2025/7/17

３. 目標の進捗確認
（２）投資目標

法定耐用年数超過設備率 管路の更新率

数値目標
進捗状況

R3 R4 R5 R6
管路の更新率1％以上を継続 1.04% 0.89% 1.22% 1.40%
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8

水道事業経営戦略の中間見直し

2025/7/17

３. 目標の進捗確認
（３）財源目標

経常収支比率 料金回収率 補填財源残高

数値目標
進捗状況

R3 R4 R5 R6
経常収支比率100％以上 96.43% 92.03% 92.18% 91.11%

(営業収益＋営業外収益)

(営業費用＋営業外費用)
×100 100％以上が

望ましい

9

水道事業経営戦略の中間見直し

2025/7/17

３. 目標の進捗確認
（３）財源目標

経常収支比率 料金回収率 補填財源残高

数値目標
進捗状況

R3 R4 R5 R6
料金回収率100％以上 88.72% 82.53% 82.74% 82.51%

供給単価

給水原価
×100 100％以上が

望ましい
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10

水道事業経営戦略の中間見直し

2025/7/17

３. 目標の進捗確認
（３）財源目標

経常収支比率 料金回収率 補填財源残高
数値目標

進捗状況
R3 R4 R5 R6

補填財源残高10～15億円
程度を確保

18.1
億円

23.9
億円

21.7
億円

19.4
億円

11

水道事業経営戦略の中間見直し

2025/7/17

４. 経営健全化の取組の進捗確認

取組についての広報活動

（１）各取組と評価

決算状況や事業の進捗状
況などの十分な説明

公民連携の導入の検討

包括的な民間委託の検証

長寿命化された材料等の
採用

延命化の取組

施設や設備の最適配置や
ダウンサイジングの検討

延命化や長寿命化等
による効率的な投資

公民連携

新技術の活用

広域化や広域連携

水道料金の適正化

技術協力や災害時の資材
の共同管理など効率的な
事業運営についての研究

新たな決済方法の導入の
検討

スマートメーターの導入
の検討

水道料金適正化の検討

上下水道事業運営審議会
の実施

情報の提供

取組についての広報活動

良好 ：取組が実施され、成果があった
問題なし：検討の結果、取組が実施された
要検討 ：引き続き検討が必要
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12

水道事業経営戦略の中間見直し

2025/7/17

４. 経営健全化の取組の進捗確認
（１）各取組と評価

長寿命化された材料等の採用

延命化の取組

施設や設備の最適配置やダウンサイジングの検討

延命化や長寿命化等
による効率的な投資

• ポンプや電気盤のオーバーホールによる更新
• ポリエチレンスリーブ被覆による管路の延命化

• 長期の寿命が期待される管種を使用
（ダクタイル鋳鉄管（GX形）等）

• 施設の運用見直しによる電力使用量の削減

良
好

問題
なし

良
好

良好 ：取組が実施され、成果があった
問題なし：検討の結果、取組が実施された
要検討 ：引き続き検討が必要

13

水道事業経営戦略の中間見直し

2025/7/17

４. 経営健全化の取組の進捗確認
（１）各取組と評価

長寿命化された材料等の採用

延命化の取組

施設や設備の最適配置やダウンサイジングの検討

延命化や長寿命化等
による効率的な投資

【今後の取組】
① 施設能力の適正化

• 施設や管路の最適配置やダウンサイジングの検討
② 延命化や長寿命化

• 点検データや長寿命化された材料等の活用
③ 耐震化の促進

• 重要度と優先度を考慮した計画的な実施

良好 ：取組が実施され、成果があった
問題なし：検討の結果、取組が実施された
要検討 ：引き続き検討が必要

良
好
問題
なし

良
好
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14

水道事業経営戦略の中間見直し

2025/7/17

４. 経営健全化の取組の進捗確認

取組についての広報活動

（１）各取組と評価

決算状況や事業の進捗状
況などの十分な説明

公民連携の導入の検討

包括的な民間委託の検証

長寿命化された材料等の
採用

延命化の取組

施設や設備の最適配置や
ダウンサイジングの検討

延命化や長寿命化等
による効率的な投資

公民連携

新技術の活用

広域化や広域連携

水道料金の適正化

技術協力や災害時の資材
の共同管理など効率的な
事業運営についての研究

新たな決済方法の導入の
検討

スマートメーターの導入
の検討

水道料金適正化の検討

上下水道事業運営審議会
の実施

情報の提供

取組についての広報活動

良好 ：取組が実施され、成果があった
問題なし：検討の結果、取組が実施された
要検討 ：引き続き検討が必要

15

水道事業経営戦略の中間見直し

2025/7/17

４. 経営健全化の取組の進捗確認
（１）各取組と評価

公民連携の導入の検討

包括的な民間委託の検証

• 効率的な委託業務の実施に向けた検証、業務改善等を行った
• 浄水場の運転管理委託の委託範囲の拡大
（小修繕・採水などを含めた包括委託）

公民連携

• 管路DBの検討を行った。
…管路の設計（Design）と施工（Build）を一括して発注する方式

【今後の取組】

良
好

要
検
討

 官民連携のあり方について再検討
• 多様な官民連携手法の研究
• 委託内容の見直し（業務の効率化や技術継承を考慮）

良好 ：取組が実施され、成果があった
問題なし：検討の結果、取組が実施された
要検討 ：引き続き検討が必要
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水道事業経営戦略の中間見直し

2025/7/17

４. 経営健全化の取組の進捗確認

取組についての広報活動

（１）各取組と評価

決算状況や事業の進捗状
況などの十分な説明

公民連携の導入の検討

包括的な民間委託の検証

長寿命化された材料等の
採用

延命化の取組

施設や設備の最適配置や
ダウンサイジングの検討

延命化や長寿命化等
による効率的な投資

公民連携

新技術の活用

広域化や広域連携

水道料金の適正化

技術協力や災害時の資材
の共同管理など効率的な
事業運営についての研究

新たな決済方法の導入の
検討

スマートメーターの導入
の検討

水道料金適正化の検討

上下水道事業運営審議会
の実施

情報の提供

良好 ：取組が実施され、成果があった
問題なし：検討の結果、取組が実施された
要検討 ：引き続き検討が必要

取組についての広報活動

17

水道事業経営戦略の中間見直し

2025/7/17

４. 経営健全化の取組の進捗確認

取組についての広報活動

（１）各取組と評価

決算状況や事業の進捗状況などの十分な説明

情報の提供

取組についての広報活動

• 決算状況等について、ホームページに掲載・周知

• 各種取組（水道施設の耐震化、水質検査結果等）について、
ホームページに掲載・周知

【今後の取組】

 決算状況等の十分な説明や、取組の広報活動の継続

問題
なし

問題
なし

良好 ：取組が実施され、成果があった
問題なし：検討の結果、取組が実施された
要検討 ：引き続き検討が必要
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水道事業経営戦略の中間見直し

2025/7/17

４. 経営健全化の取組の進捗確認

取組についての広報活動

（１）各取組と評価

決算状況や事業の進捗状
況などの十分な説明

公民連携の導入の検討

包括的な民間委託の検証

長寿命化された材料等の
採用

延命化の取組

施設や設備の最適配置や
ダウンサイジングの検討

延命化や長寿命化等
による効率的な投資

公民連携

新技術の活用

広域化や広域連携

水道料金の適正化

技術協力や災害時の資材
の共同管理など効率的な
事業運営についての研究

新たな決済方法の導入の
検討

スマートメーターの導入
の検討

水道料金適正化の検討

上下水道事業運営審議会
の実施

情報の提供

取組についての広報活動

良好 ：取組が実施され、成果があった
問題なし：検討の結果、取組が実施された
要検討 ：引き続き検討が必要

19

水道事業経営戦略の中間見直し

2025/7/17

４. 経営健全化の取組の進捗確認
（１）各取組と評価

新技術の活用

新たな決済方法の導入の検討

スマートメーターの導入の検討

• 検針に労力を要する一部のエリアでの試行的導入を検討

• 新たな決済方法として令和6年度からスマホ決済を導入

 機器の通信等の技術的な課題やコスト面での課題はあるが、
多様な技術の活用を検討

【今後の取組】

要
検
討

良好 ：取組が実施され、成果があった
問題なし：検討の結果、取組が実施された
要検討 ：引き続き検討が必要

問題
なし
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水道事業経営戦略の中間見直し

2025/7/17

４. 経営健全化の取組の進捗確認

取組についての広報活動

（１）各取組と評価

決算状況や事業の進捗状
況などの十分な説明

公民連携の導入の検討

包括的な民間委託の検証

長寿命化された材料等の
採用

延命化の取組

施設や設備の最適配置や
ダウンサイジングの検討

延命化や長寿命化等
による効率的な投資

公民連携

新技術の活用

広域化や広域連携

水道料金の適正化

技術協力や災害時の資材
の共同管理など効率的な
事業運営についての研究

新たな決済方法の導入の
検討

スマートメーターの導入
の検討

水道料金適正化の検討

上下水道事業運営審議会
の実施

情報の提供

取組についての広報活動

良好 ：取組が実施され、成果があった
問題なし：検討の結果、取組が実施された
要検討 ：引き続き検討が必要

21

水道事業経営戦略の中間見直し

2025/7/17

４. 経営健全化の取組の進捗確認
（１）各取組と評価

技術協力や災害時の資材の共同管理など効率的な事業運営についての研究

広域化や広域連携

• 三重県と日水協三重県支部は、災害協定について主体的に調査管理を実施
• 三重県水道事業基盤協議会では、災害研究会等を活発に実施

 資機材等の共同購入の検討
 水質検査機器・集中監視システム等の共同利用の検討

【今後の取組】

良好 ：取組が実施され、成果があった
問題なし：検討の結果、取組が実施された
要検討 ：引き続き検討が必要

良
好
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水道事業経営戦略の中間見直し

2025/7/17

４. 経営健全化の取組の進捗確認

取組についての広報活動

（１）各取組と評価

決算状況や事業の進捗状
況などの十分な説明

公民連携の導入の検討

包括的な民間委託の検証

長寿命化された材料等の
採用

延命化の取組

施設や設備の最適配置や
ダウンサイジングの検討

延命化や長寿命化等
による効率的な投資

公民連携

新技術の活用

広域化や広域連携

水道料金の適正化

技術協力や災害時の資材
の共同管理など効率的な
事業運営についての研究

新たな決済方法の導入の
検討

スマートメーターの導入
の検討

水道料金適正化の検討

上下水道事業運営審議会
の実施

情報の提供

取組についての広報活動

良好 ：取組が実施され、成果があった
問題なし：検討の結果、取組が実施された
要検討 ：引き続き検討が必要

23

水道事業経営戦略の中間見直し

2025/7/17

４. 経営健全化の取組の進捗確認
（１）各取組と評価

水道料金の適正化

水道料金適正化の検討

上下水道事業運営審議会の実施

• 令和6年度に3回の審議会を実施
• 水道事業の現状や課題等について説明

• 事業の現状と課題の整理・資料作成

【今後の取組】

 上下水道事業運営審議会を実施
• 投資や水道料金のあり方について審議

要
検
討

問題
なし

良好 ：取組が実施され、成果があった
問題なし：検討の結果、取組が実施された
要検討 ：引き続き検討が必要
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水道事業経営戦略の中間見直し

2025/7/17

４. 経営健全化の取組の進捗確認

決算状況や事業の進捗状
況などの十分な説明

公民連携の導入の検討

包括的な民間委託の検証

長寿命化された材料等の
採用

延命化の取組

施設や設備の最適配置や
ダウンサイジングの検討

延命化や長寿命化等
による効率的な投資

公民連携

情報の提供

新技術の活用

広域化や広域連携

水道料金の適正化

技術協力や災害時の資材
の共同管理など効率的な
事業運営についての研究

新たな決済方法の導入の
検討

スマートメーターの導入
の検討

取組についての広報活動 水道料金適正化の検討

上下水道事業運営審議会
の実施

（２）評価結果一覧

良好 ：取組が実施され、
成果があった

問題なし：検討の結果、
取組が実施された

要検討 ：引き続き検討が必要

良好

問題なし

要検討

良好

良好
良好

問題なし

要検討

問題なし

問題なし

要検討

問題なし

25

水需要予測

2025/7/17

１. 水需要予測の実施

財政見通し

水需要の見通し

有収水量（生活用、業務・営業用、その他）を推計

給水人口を推計
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水需要予測

2025/7/17

１. 水需要予測の実施
• 水需要予測のフロー START

生活用原単位
の推計

業務営業用水
の推計

その他用水
の推計

生活用水
の推計

行政区域内人口
の推定

有収水量の推計

一日平均給水量の推計

一日最大給水量の推計

END

有収率
の設定

負荷率
の設定

給水区域内人口
の推定

給水人口
の推定

普及率
の設定

社人研推計人口
（R5推計）

給水戸数
の推定

平均世帯
人員の設定

27

水需要予測

2025/7/17

２. 結果
• 給水人口は、10年間で約6.5万人まで減少する見通し（約11％減）
• 有収水量は、10年間で約2.1万㎥まで減少する見通し（約14％減）

給水人口・有収水量の減少⇒水道料金収入の減少
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28

財政シミュレーション

2025/7/17

１. 財政シミュレーションの実施

 必要な事業を行いつつ、健全な健全な事業経営を継続するために
は、財源の確保（料金改定及び企業債の借入）が必要

※ただし、企業債への依存は、
将来世代に過度な負担になる恐れがあり、借入には慎重な検討が必要

 2つの料金改定ケースを設定し、財政見通しを試算・比較

29

財政シミュレーション

2025/7/17

２. 設定条件
（１）料金改定の条件

1回目の料金改定 2回目以降の料金改定

ケース１ 改定率50％
改定間隔：3～5年に1回
改定率 ：毎年度の損益が黒字

ケース２ 改定率25％
改定間隔：3年に1回
改定率 ：約15年後に損益が黒字

※改定率は5％刻みで設定
※推計期間は令和8年度～令和27年度の20年間
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30

財政シミュレーション

2025/7/17

２. 設定条件
（１）料金改定の条件

ケース２

〇 〇 〇 〇 〇
改定 改定 改定 改定 改定

２回目 ３回目 ４回目

3～5年に
1回改定し、
黒字にする

５０％値上げ

3～5年 3～5年

5回目

3～5年 3～5年

当年度純損益の推移のイメージ

黒字

赤字

3～5年に
1回改定し、
黒字にする

3～5年に
1回改定し、
黒字にする

3～5年に
1回改定し、
黒字にする

1回目

31

財政シミュレーション

2025/7/17

２. 設定条件
（１）料金改定の条件

ケース１

当年度純損益の推移のイメージ

黒字

赤字

〇 〇 〇 〇 〇 〇
改定 改定 改定 改定 改定 改定

２回目 ３回目 5回目

25％値上げ

3年

6回目

約15年後に
黒字化を目指す

1回目

3年 3年

4回目

3年 3年 3年
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財政シミュレーション

2025/7/17

２. 設定条件
【参考１】三重県内の他市町の水道料金との比較
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（
円
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）

名張市：
2,420円

出典：令和4年度三重県の水道概況

【20㎥/１ヶ月の場合（税込）】※地域別で料金体系が異なる場合は代表を１つ掲載

25％改定：3,025円

50％改定：3,630円

33

財政シミュレーション

2025/7/17

２. 設定条件
【参考１－２】三重県内の他市町の水道料金との比較
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+16％
三重県内平均：2,805円

名張市：
2,420円

出典：令和4年度三重県の水道概況

【20㎥/１ヶ月の場合（税込）】※地域別で料金体系が異なる場合は代表を１つ掲載
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財政シミュレーション

2025/7/17

２. 設定条件
（出典：「水道料金表（令和6年4月1日現在）」公益社団法人日本水道協会）【参考２】近年の水道料金改定事例

９０事業体 平均改定率：12.7％９０事業体 平均改定率：12.7％

平均改定率が大きかった３事業体
47.8% 徳島県上板町
34.6% 三重県尾鷲市
33.3% 静岡県西伊豆町

令和５年４月～令和６年４月（1年間）で料金改定があった事業体

35

財政シミュレーション

2025/7/17

２. 設定条件
（２）条件一覧

料金収入 供給単価（令和6年度の供給単価×平均料金改定率）×年間有収水量

長期前受金戻入 長期前受金戻入計算

人件費
令和7年度予算値×賃金上昇率
※賃金上昇率：人事院勧告を参考

動力費
動力費単価（令和6年度予算値）×配水量×物価上昇率
※物価上昇率：消費者物価指数を参考

支払利息
「予定償還表＋新規企業債」に対して算定
※新規企業債の利率：2.2％
（近年の地方公共団体金融機構の利率から設定）、30年償還

減価償却計算 減価償却計算

収益的収入

収益的支出
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２. 設定条件
（２）条件一覧

企業債 給水収益の1年分の内部留保資金を確保できるように発行

補助金・交付金 計画値

工事負担金など 計画値

建設改良費
投資計画
・令和11年度までは年間21億円程度
・令和12年度以降は年間15億円程度

企業債償還金 「予定償還表＋新規企業債」に対して算出

資本的収入

資本的支出
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３. 結果
（１）結果の概要

条件 結果

1回目の料金改定 2回目以降の料金改定 料金改定 特徴

ケース1 改定率50％
・3～5年に1回改定
・毎年度の損益の黒字を
目指す

令和9年度：50％
令和12年度：20％
令和15年度：10％
令和18年度：10％
令和21年度：10％
令和24年度：10％

・令和11年度を除き黒字
・内部留保資金は12～25億円を確保
（給水収益の約1年分）

・企業債残高は96億円まで増加

ケース2 改定率25％
・3年に1回改定
・約15年後に損益の
黒字を目指す

令和9年度：25％
令和12年度：20％
令和15年度：20％
令和18年度：20％
令和21年度：20％
令和24年度：20％

・令和18年度以降は黒字
（令和20年度に一時的に赤字）

・令和9年度の料金改定から15年後の
令和24年度に黒字化を目標にして
いたが、9年後の令和18年度に黒字
化が前倒し

・内部留保資金は12～29億円を確保
（給水収益の約1年分）

・企業債残高は120億円まで増加
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３. 結果
（２）結果（ケース1）
①収益的収支と内部留保資金（全推計期間）
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３. 結果
（２）結果（ケース1）
①収益的収支と内部留保資金（推計期間10年分）
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３. 結果
（２）結果（ケース1）
②企業債の償還状況と企業債残高（全推計期間）
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３. 結果
（２）結果（ケース1）
②企業債の償還状況と企業債残高（推計期間10年分）
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３. 結果
（３）結果（ケース2）
①収益的収支と内部留保資金（全推計期間）
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３. 結果
（３）結果（ケース2）
①収益的収支と内部留保資金（推計期間10年分）
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３. 結果
（３）結果（ケース2）
②企業債の償還状況と企業債残高（全推計期間）
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３. 結果
（３）結果（ケース2）
②企業債の償還状況と企業債残高（推計期間10年分）
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